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外郭団体の合併について 

  

１ 経緯等 

（１）公益法人制度改革関連法の施行に伴う検討の開始（平成 20 年 12 月） 

財団法人横浜市臨海環境保全事業団（以下「臨海環境保全事業団」）は、法施

行を受け、公益認定を受けるために今後の団体のあり方について検討を開始。 
類似業務を行う財団法人横浜市緑の協会（以下「緑の協会」）と整備法*に基づ

き合併について協議。 
（*整備法：一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律） 
（２）合併契約の承認（平成 22 年３月） 

両団体の理事会が合併契約を承認（29 日臨海環境保全事業団、30 日緑の協会）。 
（３）合併申請（同年７月予定）  

両団体が主務官庁(神奈川県知事)に申請（認可後、債権者保護手続き）。 
（４）合併登記（同年 10 月予定） 合併の効力が発生。 
 

【参考】両団体の概要（平成 22 年 4月 1 日現在） 

【緑の協会（存続予定団体）】 【臨海環境保全事業団(消滅予定団体)】 
１ 設立年月日 昭和 54 年 3 月 15 日 
２ 所在地 横浜市中区吉田町 65 番地 
３ 基本財産  1,500 万円 
４ 役員  理事 １３人、 監事 ２人

５ 主な事業  
よこはま緑の街づくり基金事業 
都市緑化の推進に関する事業 
公園緑地・動物園の管理    等 

１ 設立年月日 昭和 56 年 9 月 1 日 
２ 所在地 横浜市金沢区海の公園 10 番 
３ 基本財産 5 億 9,250 万円 
４ 役員  理事 １５人、 監事   ２人  
５ 主な事業 

公園施設の維持管理事業 
緑化・環境美化推進事業 
海の公園環境創造事業    等  

 

２ 合併後の団体 

（１）名   称 財団法人横浜市緑の協会 
（２）寄 附 行 為 現行の緑の協会の寄附行為を承継。 
（３）財産及び事業 臨海環境保全事業団の財産及び事業は、緑の協会に承継。 

なお、臨海環境保全事業団の基本財産のうち、５億１,０５０万円（設立時の

基本財産相当額）については、臨海部の環境保全活動を推進する事業への充当

を目的とし、本市に寄附することが同団体の理事会で承認済み。今後、神奈川

県知事の承認を得た後、本市に寄附される予定。 


